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Ⅶ－２.ごみ処理（収集・運搬） 

１．概   要 

(1) 展   望 

近年、価値観やライフスタイルが多様化する中で、より快適な生活環境を提供することが、行

政に求められています。ごみの収集・運搬についても市民のニーズにいかに応えるかを最重点課

題として取り組んでいく必要があります。 

また、市民に対しても啓発活動を通じて、ごみの持ち出しマナー等の指導を行い、市民と行政

が一体となって快適な環境をつくっていくよう努力していくことが肝要です。 

その一環として、平成 20 年度より、適正処理と住民サービス向上を目的とした「五つの取組み

（収集職員による不法投棄パトロールや学校・自治会での説明会開催など）」を本格実施に向けて

着手しました。 

(2) 事業の沿革 

本市におけるごみ収集は、昭和 45(1970)年 5 月に一括混合収集から「燃やせるごみ」週 2回、

「燃やせないごみ」週１回の定期収集に移行しました。昭和 47(1972)年 4 月にはステーション方

式によるビニール袋収集体制を採用し、同年 12 月、全市域にごみ集積場を設置しました。 

その後、ごみの減量化・資源化を図るため、昭和 53(1978)年 6 月に一部地域において「燃やせ

ないごみ」を空き缶・空きびん・その他の燃やせないごみに細分化し、それぞれ別々に収集・運

搬を行う「燃やせないごみの分別収集」を開始し、以後順次地区の拡大を図りました。また、平

成元(1989)年 8 月からは、空き缶、空きびん混合袋収集へ移行し、平成 11(1999)年 6 月にはペッ

トボトルも品目に加え、「資源ごみ」として全市域で収集しています。 

平成 16(2004)年 11 月から「紙類･布類」を「燃やせるごみ」から細分化し分別収集しています。 

粗大ごみ収集については、昭和 53(1978)年から燃やせないごみ収集とは別に収集を開始し、自

治会（町内会）等単位で、年 4回の収集を行ってきましたが、平成 16(2004)年 11 月からは、戸別

有料収集を実施しています。 
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明 石 市 の ご み の 流 れ 
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２．収集及び運搬 

(1) 概   要 

一般家庭から排出される生活ごみに対処するため、本市では下図のとおり市域をほぼ東西に分

け、東部地域は委託 3業者で西部地域は直営で、それぞれ分担して収集しています。 

具体的には、作業長 5 名、自動車運転手 51 名、作業員 8 名(平成 21 年４月１日現在)が西部地

域の燃やせるごみ・燃やせないごみ・資源ごみの収集を行うほか、市内全域の粗大ごみの収集、

不法投棄ごみ等の収集業務に従事しています。 

なお、平成 16(2004)年 4 月より屋外一斉清掃に伴う土砂収集、犬ねこ等の小動物死体収集業務

は業者委託しています。 

さらに、平成 16(2004)年 11 月からは、燃やせるごみから「紙類･布類」を分別し、収集業務に

ついては、業者委託しています。 
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 (2) 収集実施状況 

   世帯数･･･････････････････････117,049 世帯（平成 21 年 4 月 1日現在） 

   人 口･･･････････････････････292,443 人 （平成 21 年 4 月 1日現在） 

  ① 直営収集区域 

        町                    名        

 
貴崎１～５丁目、松江(一部)、川崎町、西明石南町１～３丁目、西明石西町１～２丁
目、別所町、東藤江１～２丁目、藤が丘１～２丁目、藤江(一部) 
大久保町松陰新田、大久保町森田(一部)、大久保町松陰(一部)、大久保町大久保町(一
部)、大久保町大窪、大久保町山手台１～４丁目、大久保町高丘１～７丁目、大久保町
西脇、大久保町緑が丘、大久保町谷八木、大久保町八木、大久保町福田、大久保町福
田１～３丁目、大久保町江井島、大久保町西島、大久保町ゆりのき通１～３丁目、大
久保町わかば 
魚住町金ケ崎、魚住町長坂寺、魚住町錦が丘１～４丁目、魚住町鴨池、魚住町清水、
魚住町中尾、魚住町住吉１～４丁目、魚住町西岡 
二見町福里、二見町東二見、二見町西二見、二見町西二見駅前１～４丁目 
 

 

  ② 委託収集区域 

（ 阪神連合清掃㈱ ） 

        町                    名        

 
松が丘１～５丁目、大蔵谷字狩口、荷山町、太寺１～４丁目、太寺大野町、太寺天王
町、大蔵町、大蔵中町、大蔵本町、大蔵八幡町、大蔵天神町、上ノ丸１～３丁目、山
下町、天文町１～２丁目、人丸町、東人丸町（一部）、東仲ノ町、桜町、大明石町１～
２丁目（ＪＲ以南）、樽屋町、材木町、港町、日富美町、岬町、大観町、相生町１～２
丁目、鍛冶屋町、中崎１～２丁目、本町１～２丁目 
 

（ ㈲毎日清掃 ） 

        町                    名        

 
松が丘５丁目（一部）、大蔵谷字（狩口を除く）大蔵谷奥、松が丘北町、朝霧台、朝霧
山手町、朝霧北町、東山町、朝霧町１～３丁目、北朝霧丘１～２丁目、東朝霧丘、中
朝霧丘、西朝霧丘、東野町、東人丸町（一部）、鷹匠町、茶園場町、大明石町１～２丁
目（ＪＲ以北）、船上町（一部）、和坂１～３丁目、西明石町１～５丁目、新明町、林
崎町１～３丁目、南貴崎町、林１～３丁目、松江（一部）、和坂（ｱﾒﾆﾃｨｰｺｰﾄ）、旭が丘、
鳥羽（一部）、野々上１～３丁目 
 

（ ㈲東播清掃 ） 

        町                    名        

 
大道町１～２丁目、和坂、松の内１～２丁目、花園町、鳥羽（一部）、沢野１～２丁目、
明南町１～３丁目、小久保１～６丁目、小久保、西明石北町１～３丁目、北王子町、
王子１～２丁目、西新町１～３丁目、硯町１～３丁目、田町１～２丁目、船上町、立
石１～２丁目、和坂稲荷町、宮の上、南王子町、野々上３丁目（一部）、藤江（一部）、
大久保町森田（一部）、大久保町松陰（一部）、大久保町大久保町（一部） 
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(3) 収集方法及び収集回数 

家庭から排出されるごみは、「燃やせるごみ」「燃やせないごみ」「資源ごみ」「紙類・布類」に

分け、それぞれ別々に決められた収集曜日に、決められた場所（ステーション）で収集を行って

います。また「粗大ごみ」については、平成 16 年 11 月から戸別有料収集となっています。 

さらに平成 19 年 1 月には、地域によって収集曜日が異なっていた「燃やせないごみ」「資源ご

み」の収集曜日を水曜日に統一しました。 

 

収集の区分 ご み の 種 類 回 数 ｽﾃｰｼｮﾝ数 

燃 や せ る ご み 

・台所ごみ 

・プラスチック製品 

・皮革製品 

・ゴム製品 

週 ２ 回 約３，８００

燃やせないごみ 

・陶器・ガラス類 

・金属類 

・小型家電製品 

・その他(筒型乾電池、体温計など) 

月 ２ 回 約２，７００

資 源 ご み ・空き缶、空きびん、ペットボトル 月２～３回 約２，７００

紙 類 ・ 布 類 

・新聞紙 

・雑誌・雑がみ 

・段ボール 

・紙パック 

・布類 

月 １ 回 約２，７００

粗 大 ご み 

・家具、建具類 

・布団類、スプリング入りマットレス 

・自転車 

・大型家庭用品 

〔※ エアコン、テレビ、冷蔵庫（冷凍庫

を含む）、洗濯機、衣類乾燥機、パソコ

ンは除く〕 

戸別有料収集 － 

 
 
 

※ 平成 13 年 4月 1 日より、「エアコン、テレビ、冷蔵庫(冷凍庫を含む)、洗濯機」は、家電リサイクル法(特定家庭用

機器再商品化法)の施行に伴い、収集対象外となりました｡平成 15 年 10 月 1日よりパソコンリサイクル制度施行に伴い

パソコンは収集対象外となりました。家電リサイクル法の改正により、平成 21 年４月１日より、衣類乾燥機は収集対

象外となりました。 
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施設配置図 

 

 

①焼却施設 

②破砕選別施設 

③管理棟・駐車場 

④明石市一般廃棄物最終処分場（第 3次最終処分場） 

⑤煙突 
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(3) 最終処分場 

施設の概要 

① 名 称      明石市一般廃棄物最終処分場（第 3次最終処分場） 

② 所在地      明石市大久保町松陰地内 

③ 規 模      総面積        91,000m2 

埋立面積       59,000m2 

埋立容量     420,000m3 

④ 浸出汚水の処理  浸出水調整槽で流量調整後、下水道放流方式 

⑤ 供用開始     平成 19(2007)年 5 月 28 日～ 

⑥ 埋立方式     セル方式準好気性埋立 

⑦ 設備の概要    しゃ水設備（電気式漏水検知システム）、擁壁等流出防止設備、雨水

等集排水設備、保有水等集排水設備、飛散防止設備 

⑧ 総事業費     2,300,815 千円 

 

 

 

 

最終処分場全体図 
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３．ごみ処理の実績等 

 

(1) 明石市におけるごみ排出状況                    （単位：ｔ） 

不 燃 ご み  
年 度 人口(人) 可燃ごみ 

粗大ごみ その他ごみ 資源ごみ 
計 

16 291,687 113,927 5,041 8,162 3,608 130,738 

17 290,674 107,476  452 7,248 3,483 118,659 

18 290,878 109,104  526 7,648 3,350 120,628 

19 291,927 105,298   532 7,132 3,333 116,295 

20 292,443 98,103   552 5,867 3,205 107,727 

※ 人口は､各年度末翌月 1日現在の国勢調査による推計人口とします。 
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(2) 平成 20 年度ごみの搬入量と処理実績フロー 

 

-
 9
1 
-

Ⅶ
-
３
．

ご
み
処

理
（

中
間

処
理

・
最

終
処

分
）

※ １ 一斉清掃ごみ及び産業廃棄物を含む。 
総搬入 

107,727ｔ

不燃ごみ 

9,624ｔ 

破砕選別施設

8,468ｔ 

埋  立 

 1,156ｔ

直接埋立 

 1,156ｔ 

集団回収（びん）

92ｔ 

資源ごみ 

3,113ｔ 

一般不燃ごみ

4,711ｔ 

粗大ごみ 

552ｔ 

埋  立 

32ｔ 

不燃･不適物

32ｔ 

資源物 

719ｔ 

破砕鉄 686t 

その他鉄 33t 

（ﾍﾞｯﾄﾞｽﾌﾟﾘﾝｸﾞを含む。） 

可燃ごみ 

98,103ｔ 

資源物 

1,696ｔ 

埋  立 

8,834ｔ 

焼  却 

104,922ｔ 

焼却灰 

15,832ｔ 

可燃物 

4,744ｔ 

焼却施設(ピット内)

未処理分 798ｔ

※ ２ アルミ、鉄、破砕鉄、焼却鉄、その他鉄は、有価物として木村工業㈱及び杉野興業に引き渡しました。びんは、㈶日本容器包装リサイクル協会が指定

した再商品化事業者に、ガラスカレット（３色混合）はトーエイ㈱に引き渡しました。 

    ペットボトルは、有価物として㈲アルミック徳原及び㈲ハタリサイクルファクトリーに引き渡し、繊維及びシート等に再商品化されました。

資源物 

391ｔ 

焼却鉄 391t

可燃残渣 

1,277ｔ 

フェニックス 

6,998ｔ 

アルミ      179ｔ
鉄        275ｔ
びん（透明）   59ｔ
〃 （茶色）   62ｔ
ガラスカレット  775ｔ
ペットボトル   346ｔ
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 (3) 過去５年間の焼却に関する実績                  （単位：t） 

年度 
可 燃 ご み 

搬 入 量 

日 平 均 

搬 入 量 
焼 却 量

焼 却 炉
運 転 日 数

（日） 

運 転 日

平均焼却量

焼 却 灰 搬 出 量

(  )内は焼却残さ率

16 113,927 366 125,050 359 348 20,397（16%） 

17 107,476 346 115,100 359 321 19,056（17%） 

18 109,104 351 116,385 359 324 19,016（16%） 

19 105,298 339 109,997 360 306 17,209（16%） 

20  98,103 269 104,922 359 292 15,832（15%） 

 

(4) 焼却施設発電状況                       （単位：kWh） 

年度 発電量 受電電力量 施設内使用電力量 売却電力量 売却電力料金(円)

16 38,620,370 1,746,255 20,116,752 20,249,873 147,312,997 

17 41,556,360 1,920,058 19,032,180 24,444,238 179,101,621 

18 45,070,370 1,303,162 18,786,546 27,586,986 193,703,001 

19 40,971,080 1,505,728 18,194,515 24,282,293 181,909,841 

20 39,988,420 692,937 17,112,686 23,568,671 235,021,214 

 

(5) 可燃ごみ組成分析結果 

年度 

項目 
16 17 18 19 20 

単位容積重量（kg／m3） 112 129 143 93 80 

紙・布類 50.6 53.2 54.2 49.2 55.4 

プラスチック類 21.9 25.2 23.9 24.5 24.6 

 木・竹･ワラ類 8.0 5.0 5.3 12.5 13.5 

ちゅう芥類 11.1 10.4 9.3 8.8 4.2 

 不燃物類 2.1 0.9 2.4 1.9 1.3 

ご
み
組
成 

乾
量 

（
％
） その他 6.3 5.3 4.9 3.1 1.0 

水分 34.7 35.3 34.1 40.1 32.4 

灰分 6.7 6.0 7.6 6.9 6.3 

成 

分
（
％
） 可燃物 58.6 58.7 58.3 53.0 61.3 

低位発熱量（kJ/kg） 10,167 10,167 10,112 8,978 10,730 

※ 年平均値 
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(6) 過去５年間の埋立に関する実績 

年度 不燃ごみ埋立量（t） 焼却灰埋立量（t） 残余容量（m3） 

16   4,178 17,600 91,589 

17 1,863 16,300 85,942 

18 1,328 12,234 90,406 

19 1,312 10,214 491,894 

20 1,188 8,834 477,244 

※ １ 残余容量は、覆土を含んだ値です。 

２ 平成 19 年度より、第 3次最終処分場が供用開始されています。 
 

(7) 不燃ごみの組成分析表 

年度 
項目 

16 17 18 19 20 

単位容積重量（kg／m3） 139 91 115 142 154 

フ ィ ル ム 類 0 0 2.2 0.4 1.7 

ペ ッ ト ボ ト ル 0.4 0.2 1.6 0.9 0 

ト レ イ 類 0 0 0.4 0.0 0 

発 泡 類 0.1 0.1 0.3 0.1 0 

そ の 他 26.2 42.6 26.2 21.6 40 

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類 

小 計 26.7 42.9 30.7 23.0 41.7 

ガ ラ ス く ず 3.6 4.7 5.5 19.5 3.4 

セメント･陶磁器くず 1.7 1.2 6.5 13.8 5.7 

ア ル ミ ニ ウ ム 1.6 7.6 9.8 1.8 1.6 金
属 そ の 他 53.6 29.6 34.1 28.5 40.8 

そ の 他 不 燃 物 1.5 1.6 1.3 3.6 2.7 

ご 
 

み 
 

組 
 

成 
 

（
％
） 

可 燃 物 11.3 12.4 12.1 9.8 4.1 

水     分 （％） 5.4 3.1 3.1 1.9 0.9 
 

※ 年平均値 

(8) 資源物搬出状況                           （単位：ｔ） 

年 度 

項 目 
16 17 18 19 20 

アルミ 238 224 212 248 179
缶 

鉄 450 386 374 351 275

無色 63 65 69 66 59

茶色 84 72 81 80 62

その他 17 24 21 16 
ガラスびん 

ｶﾞﾗｽｶﾚｯﾄ 81 775

ペットボトル 260 230 306 402 346

破砕鉄等 1,595 744 887 875 719

焼却鉄 63 389 391

計 2,707 1,745 2,013 2,508 2,806
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（9）クリーンセンター総合排水分析結果表 

試料名 採取・点検場所 測定項目 基準値 単位 平成 20 年度

水素イオン濃度 5.8～8.6 － 7.7

生物化学的酸素要求量 100 mg/ℓ  18

浮遊物質量 90 mg/ℓ  8

ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量（鉱油類） 5 mg/ℓ  0.5 未満

ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量（植物油脂類） 20 mg/ℓ  1.1

カドミウム及びその化合物 0.03 mg/ℓ  0.01 未満

シアン化合物 0.3 mg/ℓ  0.05 未満

有機燐化合物 0.3 mg/ℓ  0.01 未満

鉛及びその化合物 0.1 mg/ℓ  0.01 未満

六価クロム化合物 0.1 mg/ℓ  0.05 未満

砒素及びその化合物 0.05 mg/ℓ  0.01 未満

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005 mg/ℓ  0.0005 未満

アルキル水銀化合物 検出されないこと mg/ℓ  不検出

ポリ塩化ビフェニル 0.003 mg/ℓ  0.0004 未満

ほう素及びその化合物 10 mg/ℓ  0.91

ふっ素及びその化合物 8 mg/ℓ  0.2

フェノール類 5 mg/ℓ  0.5 未満

銅及びその化合物 3 mg/ℓ  0.01 未満

亜鉛及びその化合物 2 mg/ℓ  0.01 未満

鉄及びその化合物（溶解性） 10 mg/ℓ  0.09

マンガン及びその化合物（溶解性） 10 mg/ℓ  0.11

クロム及びその化合物 2 mg/ℓ  0.01 未満

沃素消費量  220 未満 mg/ℓ  14

トリクロロエチレン 0.3 mg/ℓ  0.00005 未満

テトラクロロエチレン 0.1 mg/ℓ  0.00008 未満

ジクロロメタン 0.2 mg/ℓ  0.0002 未満

四塩化炭素 0.02 mg/ℓ  0.0002 未満

1・2-ジクロロエタン 0.04 mg/ℓ  0.0002 未満

1・1-ジクロロエチレン 0.2 mg/ℓ  0.00005 未満

シス-1・2-ジクロロエチレン 0.4 mg/ℓ  0.00005 未満

1・1・1-トリクロロエタン 3 mg/ℓ  0.00005 未満

1・1・2-トリクロロエタン 0.06 mg/ℓ  0.0001 未満

1・3-ジクロロプロペン 0.02 mg/ℓ  0.0002 未満

ベンゼン 0.1 mg/ℓ  0.00018 未満

チウラム 0.06 mg/ℓ  0.006 未満

シマジン 0.03 mg/ℓ  0.0002 未満

チオベンカルブ 0.2 mg/ℓ  0.00002 未満

排出水 
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セレン及びその化合物 0.1 mg/ℓ  0.01 未満

※ １ 基準値は、｢明石市下水道条例｣の排除基準、又は｢環境保全協定書｣の排出基準である。 

 ２ 水素イオン濃度から沃素消費量までは平成 21 年３月５日、トリクロロエチレン以下について

は平成 21 年２月４日の分析結果である。 
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 (10) ダイオキシン類分析結果表 

 

試料名 採取・点検場所 測定項目 基準値 単位 平成 20 年度

１号焼却炉ばい煙 １号煙突 ダイオキシン類濃度 0.5 ng-TEQ/㎥ N 0.00089

２号焼却炉ばい煙 ２号煙突 ダイオキシン類濃度 0.5 ng-T EQ /㎥ N 0.012

３号焼却炉ばい煙 ３号煙突 ダイオキシン類濃度 0.5 ng-T EQ /㎥ N 0.01

※ １ 基準値は、｢環境保全協定書｣の排出基準である。 

※ ２ １号焼却炉は平成 20 年８月 28 日、２号焼却炉は平成 20 年 10 月 16 日、３号焼却炉は平成 20

年 12 月４日の分析結果である。 

 

(11) フロン回収 

オゾン層を破壊して有害紫外線を増大させる原因物質がフロンです。電気冷蔵庫やエアコン

にはフロンが使用されており、廃棄する際の大気への放出が問題となりました。 

本市では､平成８(1996)年７月に施行された県条例のフロン放出禁止規制を受け、同月から家

庭用冷蔵庫等の保管を始め、同年 12 月に回収機の購入と同時にフロン回収作業を始めました。    

平成 13(2001)年４月に特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）が施行されたため、

電気冷蔵庫及びエアコンの保管は終了しました。 

また、平成 16(2004)年４月に、家庭用電気冷凍庫が同法の対象品目に加えられたことから、

現在は、不法投棄された業務用冷蔵庫（ショーケース等）についてのみフロン回収を行ってい

ます。 

 

年

度 
回収台数 

フロン 

抜取量 
備 考 

16 冷凍庫 11 台 5.0 ㎏
家電リサイクル法対象外品目により抜取りを実施

（不法投棄された業務用冷凍庫のみ） 

17 冷凍庫 7 台 0.6 ㎏
家電リサイクル法対象外品目により抜取りを実施

（不法投棄された業務用冷凍庫のみ） 

18 冷凍庫 3 台 0.7 ㎏
家電リサイクル法対象外品目により抜取りを実施

（不法投棄された業務用冷凍庫のみ） 

19 冷蔵庫 1 台 0.3 ㎏
家電リサイクル法対象外品目により抜取りを実施

（不法投棄された業務用冷蔵庫のみ） 

20 冷蔵庫 3 台 0.4 ㎏
家電リサイクル法対象外品目により抜取りを実施

（不法投棄された業務用冷蔵庫のみ） 
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(12) ごみ処分経費  

                 （平成 20 年度） 

項 目 金額（千円） 摘 要 

人 件 費 ２０７，４５４
職員２４名分(社会保険等の事業主負担を

含む。) 

薬 剤 費 ２１１  
消耗品等 

修 繕 料 ７，０７５ 設備等修繕 

電 気 １，９１７ センター受電電力量 692,937kWh 

水 道  １１
プラント水は主に井戸水使用、下水使用料

を含む。  

灯 油 １３９ 灯油 1.9 ㎘ 

光熱水費

及び燃料 

軽油及びガソリン １，１５２ 軽油 4,603.5ℓ 、ガソリン 3,631.6ℓ 外 

委 託 料 １，０１０，２６８  

工 事 費 ６６，２８７  

そ の 他 １４，９３０ 総務費外 

計 １，３０９，４４４  

 

 

 

 

 

委託料
77.2%

人件費
15.8%

工事費
5.1%

光熱水費
及び燃料費

0.2%

その他
1.1%

薬剤費、
修繕料
0.6%

ごみ処分経費
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(13) 年間処分経費の推移 

年 度 金額（千円） 
搬入されたごみ１ｔあたりの 

金 額（円） 

１６ １，８２８，１７３ １３，９８３    

１７ １，７１２，３９１ １４，４３１    

１８ １，４６５，２０７ １２，１４６    

１９ １，６０４，８９４ １３，８００    

２０ １，３０９，４４４ １２，１５５    

 

(14) 廃棄物処理手数料                     （10kg あたり単価） 

不燃ごみ 
区 分 可燃ごみ 

破 砕 埋 立 

家庭系  ５０円  ６０円  ６０円 
一般廃棄物 

事業系  ７０円  ８０円 １００円 

産業廃棄物 １００円 １２０円 １５０円 

※ 平成 12 年 4 月 1日改正 
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